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特定口座とは

上場株式等の売却益にかかる課税については、原則として確定申
告が必要です。

この確定申告における事務負担を軽減して簡易的に納税申告がで
きるように創設されたのが「特定口座」です。

特定口座の契約は2種類あり、お客さまは証券会社ごとに選択す
ることができます。

※特定口座を開設しても口座管理料等の手数料はかかりません。
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特定口座対象商品

・取引所上場株式 （東証1部・2部上場の外国株式銘柄/旧東証
外国部銘柄・東証マザーズ及び東証JASDAQ上場外国株式含む）
・信用建玉
・REIT・ETF・ETN・証券投資法人など
・外国株式
・非上場国内株式投信
・上場外国株式投信
・非上場外国株式投信
・非上場国内公社債投信
・債券（国内債券、円貨建外国債券、外貨建外国債券）
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①源泉徴収あり

証券会社が売買損益の計算と納税すべき税金金額を計算して、証
券口座から徴収します。

その徴収した税金を証券会社がお客さまに代わって納税します。

②源泉徴収なし

証券会社が売買損益を計算して、その計算結果をお客さまにお知
らせすることで、お客さまは面倒な計算することなく簡易的に確
定申告で納税ができる。

特定口座（源泉徴収あり/なし）
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一般口座とは

特定口座やNISA口座で管理していない上場株式等を管理する口座
のことです。
一般口座で管理している株式等は、投資家自らが1月1日から12月
31日までの1年間の譲渡損益を計算し、翌年の2月16日から3月15
日までに原則、ご自身で確定申告をしなければなりません。

特定口座は違い、1年間の取引をまとめた「年間取引報告書」の
交付はなく、交付済の取引報告書や取引残高報告書、支払通知書
等をご自身で合算して、年間の損益を算出したうえで、ご自身で
確定申告が必要となります。
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損益通算

上場株式等を金融商品取引業者等を通じて譲渡したこと等により
生じた譲渡損失の金額がある場合、その年分の上場株式等の配当
等に係る利子所得の金額および配当所得の金額、譲渡益の金額と
損益通算することが可能です。

損失の金額は翌年以後3年間にわたり、確定申告により繰り越し
控除することが可能です。
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損益通算

上場株式等を金融商品取引業者等を通じて譲渡したこと等により
生じた譲渡損失の金額がある場合、その年分の上場株式等の配当
等に係る利子所得の金額および配当所得の金額、譲渡益の金額と
損益通算することが可能です。

損失の金額は翌年以後3年間にわたり、確定申告により繰り越し
控除することが可能です。

配当金等の損益通算の還付は、対象年の翌年1月初旬に受渡を行
います。
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還付のイメージ

譲渡損益額 譲渡損益額累計 譲渡益税

A銘柄 ▲50,000 ▲50,000 0

B銘柄 ▲10,000 ▲60,000 0

C銘柄 80,000 20,000 4,063

◆約定日翌日
複数銘柄の損益を計算し直した結果、損失が発生した場
合は還付を行う。
※前日までが利益が生じて源泉徴収があった場合、前日
までの損益を再計算して徴収の超過分を特定口座に還付
します。
※夜間PTSで売却した場合利益に対する税金拘束はすぐ入
りますが、約定日の翌々営業日朝に徴収・還付します。
※実際に現金に還付するのは受渡日（買付余力には約定
日翌日から反映している）

合計損益：A銘柄（▲50,000）+B銘柄（▲10,000）+C銘柄
（+80,000）＝ +20,000

譲渡益税：+20,000 × 20.315％ ＝ 4,063 （受渡日
付で控除される）
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外貨建て債券の計算

譲渡損益＝譲渡価額－取得コスト－譲渡費用

決済方法 譲渡価額 円未満の扱い 為替レート

外貨決済 （約定金額（外貨）-経過利子（外貨））×為替レート(TTB) 少数以下切り捨て 国内約定日のTTB
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